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屈
康
保
険
改
悪
反
対
”
の
運
動

を
つ
よ
め
て
き
た
日
患
同
盟
は
、
政

府
・
自
民
党
が
四
月
末
に
も
健
保
改
悪

案
の
趣
旨
説
明
を
め
ざ
し
て
い
る
、

'こー=斗心，。。

云匹心蓬４

ど
う
し
て
も
今
国
会
で
廃
案
に

日
患
同
盟
健
保
改
悪
反
対
で
決
意

と
い
う
情
勢
を
む
か
え
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
と
り
く
み
を
強
め
ね
ば
と
決

意
を
固
め
て
い
ま
す
。

　

日
患
同
盟
本
部
は
、
連
休
あ
け
か

ら
国
会
審
議
が
緊
迫
し
て
く
る
こ
と

は
必
至
と
の
判
断
か
ら
次
の
よ
う
に

運
動
計
画
を
た
て
て
い
ま
す
。

　

↓
新
し
い
患
者
さ
ん
を
ふ
く
め
、

み
ん
な
に
健
保
改
悪
案
の
内
容
が
理

√り瀞十

解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
「
療
養
新

聞
特
集
号
」
を
つ
く
昨
配
布
Ｔ
る
。

②
五
月
中
旬
に
、
東
京
・
千
葉
な
ど

関
東
・
信
越
地
方
協
議
会
の
各
県
患

・
自
治
会
代
表
の
参
加
を
え
て
［
健

保
改
悪
反
対
中
央
行
動
］
を
お
こ
な

い
、
国
会
請
願
な
ど
を
つ
よ
め
る
。

③
中
央
社
会
保
障
推
進
協
議
会
の
お

こ
な
う
竺
行
動
・
全
患
連
、
医
療

団
体
な
ど
の
お
こ
な
う
国
会
行
動
に

副
積
極
的
に
参
加
す
る
Ｉ
と
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
中
央
行
動
と
呼
応
し
て
、

全
国
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
か
こ
り
く

ん
で
き
た
、
衆
院
社
会
労
働
委
員
会

委
員
へ
の
ハ
ガ
キ
要
請
と
あ
わ
せ
、

地
元
選
出
の
国
会
議
員
、
と
り
わ
け

衆
議
院
議
員
に
た
い
す
る
要
請
運
動

全
有
協
が
産
業
衛
生
学
会
に
出
席

を
つ
よ
め
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
と
り
く
ん
で
き

た
五
万
名
署
名
の
達
成
を
め
ざ
し
、

ひ
き
つ
づ
汽
結
核
い
が
い
の
入
院

患
者
さ
ん
を
ふ
く
め
幅
広
く
よ
び
か

け
を
つ
よ
め
て
い
く
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

　

日
患
本
部
の
古
川
事
務
局
長
は

　

「
こ
ラ
し
た
方
針
を
四
月
二
十
八
日

か
ら
ひ
ら
く
常
任
幹
事
会
で
検
討
し

て
き
め
、
中
央
、
地
方
で
の
と
り
く

み
を
つ
よ
め
る
な
か
で
、
ど
う
し
て

も
『
今
国
会
で
健
保
改
悪
案
は
廃
案
』

に
さ
せ
た
い
」
と
の
べ
て
い
ま
す
。

鉛
中
毒
の
予
防
・
治
療
強
化
を
要
望

　

第
五
十
二
回
日
本
産
業
衛
生
学
会

が
四
月
二
日
よ
り
四
日
間
に
わ
た
り

東
京
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

毎
年
ひ
ら
か
れ
る
こ
の
宇
会
で
は

労
働
衛
生
、
労
働
医
学
に
関
す
る
研

究
が
発
表
さ
れ
論
議
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

最
終
日
に
行
わ
れ
た
地
域
交
流
会

で
は
、
総
評
を
は
じ
め
単
産
代
表
か

ら
、
各
産
業
で
働
ら
く
労
働
者
の
労

働
実
態
と
健
康
破
壊
の
現
状
に
つ
い

て
報
告
さ
れ
、
学
会
の
果
す
役
割
と

期
待
な
ど
貴
重
な
意
見
、
要
望
が
交

流
さ
れ
ま
し
た
。

　

職
業
病
の
思
者
団
体
か
ら
全
有
協

と
し
て
要
旨
次
の
よ
う
な
意
見
、
要

望
を
出
し
ま
し
た
。

て
米
国
で
は
昨
年
十
一
月
、
鉛
中

毒
予
防
の
た
め
の
新
し
い
基
準
を
制

定
し
た
。
こ
の
基
準
は
、
無
機
鉛
の

許
容
濃
度
を
従
来
の
二
〇
〇
山
一
㎡
か

ら
四
分
の
一
の
五
〇
山
一
㎡
（
い
ず
れ

も
作
業
環
境
に
お
け
る
八
時
間
平
均

ば
く
高
濃
度
）
に
強
化
し
、
健
康
診

断
に
つ
い
て
の
義
務
づ
け
や
配
置
転

換
に
伴
・
２
　
力
働
者
保
護
の
規
定
な
ど

で
改
善
を
は
か
っ
て
い
る
。

　

こ
の
改
訂
の
理
由
と
し
て
、
米
国

労
働
省
は
、
従
来
の
許
容
濃
度
下
で

も
多
数
の
鉛
中
毒
が
発
生
し
、
胎
児

期
に
ば
く
露
を
受
け
た
結
果
、
異
常

児
が
生
れ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
な

ど
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
米

国
で
は
、
一
万
人
の
労
働
者
が
鉛
に

よ
る
腎
臓
障
害
に
か
か
っ
て
い
て
、

そ
の
透
仇
冶
療
に
年
間
五
億
ド
ル
を

要
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
労
働
者
保

護
と
規
制
に
よ
る
費
用
負
担
は
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
。

　

日
本
に
お
け
る
鉛
の
許
容
濃
度
は

万
言
山
一
㎡
と
定
め
ら
れ
、
十
年
以

上
も
改
め
ら
れ
ず
、
全
身
的
症
状
を

旱
ず
る
冶
妁
薙
い
慢
性
鉛
中
毒
が
多

発
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
基
準
の
検

討
を
急
ぎ
、
改
善
に
向
け
て
努
力
し

て
ほ
し
い
。

二
、
労
働
省
は
、
昨
年
職
業
病
の
業

務
上
疾
病
の
範
囲
を
定
め
た
労
基
法

施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
「
改
正
」

を
行
い
、
そ
れ
に
伴
い
各
種
の
「
労

災
認
定
基
準
」
（
通
達
）
の
整
備
、

検
討
を
す
す
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に

対
す
る
学
会
の
対
応
に
つ
い
て
明
‘
つ

か
に
し
て
ほ
し
い
。

ミ
、
鉛
中
毒
の
現
行
［
認
定
基
準
］

は
、
認
定
、
補
償
面
に
お
け
る
涌

り
捨
て
基
準
”
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
予
防
に
関
す
る
鉛
中
毒
予
防
規

則
に
よ
る
健
康
診
断
、
健
康
管
理
区

分
等
の
規
定
に
お
い
て
も
、
［
認
定

基
準
］
が
診
断
基
準
の
如
く
取
扱
わ

れ
ぶ
る
い
分
け
励
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
、
早
期
発
見
・
冶
療
が

空
文
化
さ
れ
思
者
か
く
し
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
改

め
る
た
め
直
ち
に
検
討
を
行
い
、
抜

本
的
な
改
善
に
向
け
て
労
働
省
に
対

し
て
も
適
切
な
指
導
と
働
き
か
け
を

強
め
て
は
し
い
。

全
国
職
業
性
有
害
物
障
害

患
者
協
議
会

　
　
　

末
永
事
務
局
長
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廊軋

　

四
月
四
日
、
駿
河
支
部
か
ら
の
連

絡
に
よ
れ
ば
、
駿
河
療
養
所
の
附
近

「
ら
い
」
患
者
を
偽
り

駿
河
勝
共
連
合
が
住
民
に
寄
附
を
強
要

で
手
袋
、
サ
ン
グ
ラ
ス
の
服
装
を
し

た
元
患
者
と
称
す
る
男
が
一
般
家
庭

を
訪
れ
・
「
ら
い
患
１
　
が
生
活
に
困
っ

て
い
る
か
ら
」
と
、
千
円
の
寄
附
を

強
要
し
た
と
い
い
ま
す
。
応
対
に
出

た
人
が
怪
し
い
と
思
っ
て
断
る
と
。

一
そ
れ
な
ら
七
百
円
、
い
や
五
百
円

国立佐倉療養所に腎臓移植センター完成

で
も
」
と
、
強
引
に
食
い
下
つ
た
と

い
い
ま
す
。
ま
た
別
の
家
に
は
女
性

が
砂
剛
腎
愉
心
花
を
売
り
に
来
ま
し

た
。
狙
わ
れ
た
家
は
駿
河
原
養
所
に

勣
務
す
る
職
員
の
家
庭
で
し
た
が
、

あ
い
に
く
留
守
番
か
お
年
寄
り
で
あ

っ
た
為
に
被
害
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

全
忠
協
本
部
は
先
般
、
あ
る
出
版

社
の
記
老
か
ら
、
国
際
勝
共
通
合
＝

統
一
協
会
が
、
ら
い
忠
者
の
救
済
を

か
た
り
募
金
を
し
て
い
る
が
、
全
患

協
は
金
を
頁
っ
て
い
る
の
か
と
、
そ

の
真
偽
を
問
わ
れ
ま
し
た
。

腎
臓
移
植
セ
ン
タ
ー

国
立
佐
倉
病
院
が
（
四
月
）
開
所

　

千
葉
県
佐
倉
市
に
腎
疾
患
専
門
の

病
院
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
国
立

佐
倉
療
養
所
が
、
四
月
一
日
よ
り
移

捉
し
、
新
た
に
国
立
佐
倉
病
院
と
し

て
新
築
さ
れ
業
務
を
始
め
て
い
る
も

の
で
す
。
死
体
腎
移
植
を
中
心
に
し

て
、
そ
れ
に
付
随
し
た
疾
病
の
総
合

的
冶
療
を
行
な
い
ま
す
。

　

当
初
八
白
床
の
病
床
で
始
め
ま
す

が
、
印
旛
沼
を
・
見
お
ろ
す
建
物
内
は
、

非
常
に
ゆ
っ
た
り
こ
し
た
ス
ペ
ー
ス

が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は

腎
移
植
を
希
望
す
る
賢
不
全
患
者
の

四
詣
が
あ
り
、
提
供
腎
が
出
る
と
す

ぐ
に
タ
イ
プ
の
似
た
人
に
連
絡
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
立
病
院
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん

従
来
通
り
の
地
域
住
民
の
医
療
も
受

け
、
梁
急
病
院
に
も
な
り
ま
す
が
、

腎
臓
病
の
た
め
の
検
査
、
冶
療
、
手

術
設
備
が
整
っ
て
お
り
、
全
腎
協
で

は
今
後
に
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い

ま
す
。

　

国
際
勝
共
斐
イ
統
一
協
会
は
、

韓
国
籍
の
謀
略
を
目
的
と
し
た
機
関

で
、
イ
ン
チ
キ
署
名
、
募
金
を
し
て

い
る
ほ
か
「
キ
リ
ス
ト
教
医
療
奉
任

団
」
を
名
乗
っ
て
、
福
祉
関
係
に
も

魔
手
を
の
は
し
て
い
ま
す
。

　

言
つ
ま
で
も
な
く
、
全
患
協
は
彼

Ｉ
と
は
無
縁
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
か

　

こ
い
患
嗇
の
救
済
」
と
偽
り
、
患

会
催
の
会

委営
―
回
開
悶

運
の

全
国

国

供

全

子

令
国
心
臓
病
の
ｆ
供
を
守
る
会

全
難
連
が
総
会
開
く

患
者
調
査
と
公
費
拡
充
な
ど
決
議

　

全
国
難
病
団
体
連
絡
協
議
会
（
全

難
連
）
は
、
四
月
八
日
、
東
京
・
文

京
区
、
文
京
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
於
い

て
第
五
回
総
会
を
開
き
ま
し
た
。

　

総
会
で
は
、
五
十
三
年
度
の
活
動

報
告
と
し
て
、
①
各
党
と
の
懇
談
会

必
初
の
大
蔵
省
要
謂
、
③
全
患
連
と

合
同
の
予
算
要
請
行
動
、
ぶ
各
会
交

流
会
⑤
地
難
通
交
流
会
参
加
、
⑥
相

談
活
動
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

瓦
ト
四
年
度
の
活
動
方
針
と
し

て
、
①
難
病
対
策
の
拡
充
、
②
学
習

と
交
流
、
ぽ
加
盟
団
体
の
強
化
、
ぶ

相
談
活
動
、
⑤
関
係
団
体
と
の
連
携

⑥
財
政
と
事
わ
局
体
制
の
強
化
が
決

議
さ
れ
ま
し
た
。

１
　
ら
し
い
服
装
ま
で
し
て
、
一
般
市

民
か
ら
金
を
巻
き
上
げ
る
行
為
は
許

せ
ま
せ
ん
。
凶
習
と
偏
見
の
中
で
た

た
か
い
抜
い
て
来
た
、
日
本
の
ハ
氏

謁
昔
を
面
屏
す
る
行
為
で
あ
り
、
偏

児
を
助
長
す
る
彼
等
の
行
為
を
怒
り

を
こ
め
て
糾
弾
す
る
と
同
時
に
、
関

係
当
局
の
断
固
と
し
た
取
り
締
り
を

強
く
要
求
す
る
も
の
で
す
。

（
全
忠
連
加
盟
）
は
、
五
月
七
百

（
土
）
午
後
―
蒔
よ
り
士
二
日
の
午

後
に
か
け
て
、
全
国
運
営
委
員
会
を

開
き
ま
す
。

　

会
議
で
は
、
五
十
五
限
度
の
予
算

要
求
の
ま
と
め
、
組
織
と
財
政
建
設

の
中
間
点
検
を
課
題
に
し
て
討
議
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
会
場
は
ト
二
日
が

東
京
港
区
「
増
上
Ｉ
」
で
、
十
三
日

は
「
郵
政
ふ
願
」
で
す
。

　

統
一
要
求
と
し
て
、
↓
医
療
の
改

酋
、
②
医
療
費
の
要
求
、
ぼ
生
活
と

教
育
・
社
会
復
帰
の
要
求
を
柱
に
し

て
連
動
を
す
す
め
る
こ
と
を
決
議
し

ま
し
た
。

　

な
お
、
新
惚
貝
は
、
岩
下
宏
、
小

林
猛
史
、
佐
藤
エ
ミ
子
の
代
表
委
員

と
二
名
の
会
計
監
査
の
選
出
、
予
算

案
、
総
会
決
議
を
満
場
一
致
決
議
し

ま
し
た
。

　

全
患
連
か
ら
山
本
事
務
局
長
が
出

席
し
連
帯
の
挨
拶
を
し
ま
し
た
。
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年
金
改
革
案
を
報
告

年
金
制
度
基
本
構
想
懇

　

四
月
十
八
日
、
年
金
制
度
基
本
構

想
懇
談
会
（
厚
相
私
的
諮
問
機
関
）

は
、
i
わ
が
国
年
金
制
度
の
改
革
の

方
向
」
と
題
す
る
報
告
を
ま
と
め
ま

し
た
。

　

そ
の
内
容
は
、
①
は
じ
め
に
、
②

改
革
の
必
要
性
と
基
本
的
な
考
え
方

③
改
革
の
方
向
、
④
改
革
の
す
す
め

方
と
な
っ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
次

の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
て
い
ま

す
。
特
に
弥
作
の
方
向
を
要
約
し
ま

　

労
働
省
は
、
今
年
の
四
月
一
日
よ

り
労
災
年
金
受
給
者
に
対
し
、
「
就

労
保
育
援
護
制
度
（
新
設
ご
の
支

給
開
哨
と
「
葬
祭
料
」
の
引
上
げ
を

行
い
ま
し
た
。

　

就
労
保
育
援
護
は
、
保
育
を
必
要

と
す
る
乳
幼
児
を
か
か
え
る
年
金
受

給
者
の
就
労
を
容
易
に
す
る
こ
と
を

目
的
に
っ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

支
給
額

　

就
労
前
児
童
一
人
に
三
千
五
百
円

す
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

１
、
給
付
水
準
は
、
平
均
標
準
報
酬

　

の
六
割
（
現
行
）
を
維
持
す
る
。

　
　

福
祉
年
金
、
五
年
年
金
の
水
準

　

は
政
策
的
に
き
め
て
い
く
。

２
、
給
付
体
系
は
、
被
用
者
年
金
間

　

の
整
合
化
を
図
る
。
国
民
年
金
に

　

所
得
比
例
の
導
入
を
検
討
す
る
。

５
、
支
給
開
始
年
齢
は
、
厚
生
年
金

　

を
六
十
五
歳
に
引
上
げ
る
。

４
、
婦
人
の
年
金
は
、
二
つ
の
考
え

を
１
ヵ
月
分
と
し
て
支
給
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

対
象
者

　

労
働
災
｀
撮
災
者
、
職
業
病
患
者

の
な
か
で
、
労
災
年
金
を
も
ら
っ
て

い
る
人
で
、
乳
幼
児
を
か
か
え
て
お

り
、
し
か
も
、
乳
幼
児
が
い
る
た
め

に
就
労
で
き
な
い
で
い
る
人
と
な
っ

て
い
ま
す
。
今
年
の
二
月
現
在
で
十

Ｅ
万
一
千
三
百
九
十
五
人
の
年
金
受

者
を
対
象
に
し
て
、
諸
制
限
を
つ
く

就
労
保
育
の
援
護
金

労
災
年
金
受
給
者
に
支
給
開
始

方
と
し
て
、
①
国
民
年
金
の
任
意
一

　

加
入
制
度
を
廃
止
し
、
被
用
者
年

　

金
に
す
る
か
、
②
職
を
も
た
な
い

　

妻
だ
け
国
民
年
金
に
加
入
さ
せ
る

　

か
…
…
と
し
て
い
る
。

５
、
遺
族
年
金
は
、
若
干
の
年
金
水

　

準
を
引
上
げ
る
と
共
に
、
有
子
や

　

高
齢
の
寡
婦
に
重
点
を
お
く
。

６
、
費
用
負
細
Ξ
財
政
は
、
各
制
度

　

と
も
段
階
的
、
計
画
的
に
保
険
料

　

水
準
の
引
上
げ
を
図
る
。
財
政
調

　

整
を
行
う
万
法
を
検
討
す
る
。

旨

ヽ
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福
祉
年
金
二
万
円
に

衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会

　

衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
（
四
月

九
日
）
は
、
年
金
制
度
改
正
案
の
う

ち
福
祉
年
金
な
ど
の
修
正
を
決
議
し

ま
し
た
。

　

（
政
府
案
）

　

ス
ラ
イ
ド

ー
、
ス
ラ
イ
ド
率
四
・
〇
％

２
、
実
施
厚
生
年
金
と
船
員
保
険

　

は
六
月
よ
り
、
国
民
年
金
は
七
月

　

よ
り
年
金
額
を
引
上
げ
る
。

　

福
祉
年
金

１
、
年
金
額
引
上
げ
、
老
齢
福
祉
一

　

六
、
五
〇
〇
円
を
一
八
、
〇
〇
〇

　

円
に
す
る
。
障
｀
属
祉
二
級
）

　

二
四
、
八
〇
〇
円
を
二
七
、
〇
〇

　

〇
円
に
、
（
二
級
）
一
六
、
五
〇

　

〇
円
を
一
八
、
〇
〇
〇
円
に
す
る
。

　
　

母
子
・
準
母
子
福
祉
二
Ｉ
、
五

　

○
○
円
を
二
三
、
四
〇
〇
円
に
す

　

る
。

２
、
実
施
八
月
か
ら
年
金
額
を
引

　

上
げ
る
。

ろ
、
所
得
制
限
八
月
か
ら
、
本
人

　

所
得
（
夫
婦
）
二
百
万
二
千
円
を

　

二
百
八
万
円
に
、
扶
養
義
務
者
所

　

得
（
六
人
世
帯
）
八
百
七
十
六
万

　

円
を
据
置
く
。

　

（
社
労
委
修
正
）

１
、
福
祉
年
金
額
の
修
正

　

老
齢
福
祉
年
金
は
二
万
円

　

障
害
福
祉
年
金
は
、
一
級
三
万
円

　

二
級
二
万
円
。

　

母
子
・
準
母
子
福
祉
年
金
は
二
万

　

六
千
円
に
す
る
。

つ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
対
象
児
童
数
は
、
三
千
六

百
五
十
人
と
推
定
し
て
い
ま
す
。

£
偽

五
月
一
日
か
ら
、
付
添
看
護
料
な

一
ら
び
に
看
護
料
が
、
次
の
よ
う
に
か

一
わ
り
ま
し
た
。

一
一
’
一
〆
く
ふ
４
Ｊ
ｃ
ノ
１
Ｉ
’
！
、
、
ｌ
ｙ

　

ご
。
‘
、
。
。
｜
？

葬
祭
料
は
、
現
在
の
「
十
五
万
円
一
厚
生
省
は
、
四
月
二
十
四
日
、
各

プ
ラ
ス
基
礎
日
額
5
0
日
分
」
を
十
六
一
知
事
宛
に
「
看
護
料
の
算
定
基
準
の

万
五
千
円
プ
ラ
ス
に
引
上
げ
、
平
惣
改
定
に
つ
い
て
」
の
通
知
を
だ
し
ま

額
を
約
三
十
六
万
円
に
し
ま
し
た
。
一
し
た
。

　

そ
の
改
定
内
容
は
。

　

回
付
塗

　
　
　

分
）

１
、
甲
地
（
六
大
都
府
県
の
甲
地
）

　

で
は
、
現
行
、
三
、
〇
〇
〇
円
を

　

三
、
〇
九
〇
円
に
し
た
。
泊
り
込

　

み
は
二
割
二
分
増
に
し
た
。

２
、
甲
地
（
北
九
州
市
、
福
岡
市
、

　

下
関
市
）
で
は
、
現
行
二
、
九
三

　

〇
円
を
三
、
〇
四
〇
円
に
し
た
。

５
、
乙
地
で
は
、
現
行
、
二
、
八
五

付
添
看
護
料
引
上
げ

五
月
一
日
よ
り

○
円
を
二
、
九
五
〇
円
に
し
た
。

４
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
、
現
行
、

　

二
、
七
七
〇
円
を
二
、
八
六
〇
円

　

に
し
た
。

　

口
、
看
護
婦
、
准
看
護
婦
、
看
護

　
　
　

補
助
者
の
料
金

１
、
甲
地
（
六
大
都
府
県
の
甲
地
）

　

看
護
婦
五
、
八
九
〇
円
、
准
看
五

　

〇
一
〇
円
、
補
助
者
四
、
四
二
〇

　

円
に
し
た
。

２
、
甲
地
（
北
九
州
、
福
岡
、
下
関

　

市
）

　

看
護
婦
五
、
七
八
〇
円
、
准
看
四

　

九
一
〇
円
、
補
助
者
四
、
三
四
〇

　

円
に
し
た
。
（
誌
面
の
都
合
で
乙

　

地
、
そ
の
他
は
割
栄
し
た
）
。
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内
部
障
害
者
の
手
引
書
作
成

労
働
者
全
患
連
の
要
求
で
雇
用
問
題
を
研
究

　

こ
の
ほ
ど
、
内
部
障
害
者
三
十
人
各
企
業
と
安
定
所
に
配
布
し
て
は
し

の
就
労
状
況
、
労
働
条
件
、
職
場
環
い
」
が
実
り
だ
し
た
も
の
で
す
。

境
、
治
療
な
ど
八
十
項
目
の
調
査
結

　

労
働
省
は
、
昨
年
十
月
、
身
体
障

果
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
　

害
者
雇
用
促
進
協
会
を
通
し
て
全
国

　

こ
の
調
査
は
、
全
国
患
者
団
体
連
コ
ヨ
丁
協
会
に
調
査
を
委
託
し
、

絡
協
議
会
が
五
十
一
年
以
来
労
働
省
内
部
障
害
三
団
体
（
日
患
同
盟
、
全

に
要
求
し
て
き
た
（
内
部
障
｀
暑
の
国
心
臓
病
の
子
供
を
守
る
会
、
全
腎

就
職
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
、
理
解
協
）
か
ら
委
員
を
選
任
し
て
合
同
で

を
深
め
る
パ
ン
フ
レ
″
ト
を
作
り
、
調
査
研
究
を
す
す
め
て
き
ま
し
た
。

電気保守の現場で働く透析患者の岩崎さん

　

三
団
体
は
各
十
人
の
就
労
者
を
選

ん
で
調
査
し
た
結
果
「
①
治
療
と
仕

事
を
両
立
さ
せ
て
い
る
例
が
多
か
っ

た
、
②
低
貨
金
で
あ
る
、
③
障
｀
娶

か
く
し
て
就
職
し
て
い
る
、
④
治
療

時
間
の
保
障
が
な
い
、
⑤
中
小
零
細

企
業
に
就
労
し
て
い
る
人
が
多
い
、

⑥
障
害
に
対
す
る
事
業
主
の
理
解
が

不
十
分
な
ど
の
問
題
点
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
は
「
内
部
障
太
暑
の
企

業
内
健
康
管
理
の
効
果
的
方
策
に
関

す
る
研
究
」
で
、
内
部
障
実
暑
を
事

例
的
に
研
究
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
①
現
球
亡
課
題
を
把
握
す
る
こ

と
、
②
企
業
内
で
の
健
康
管
理
シ
ス

テ
ム
、
管
理
方
法
を
研
究
す
る
こ
と

③
啓
発
及
び
健
康
管
理
の
手
引
書
を

作
成
す
る
こ
と
が
主
な
内
容
で
す
。

こ
の
餅
究
調
査
報
告
に
よ
る
「
手
引

当
」
は
、
各
職
業
安
定
所
な
ら
び
に

各
事
業
主
に
配
布
さ
れ
、
呼
吸
器
お

よ
び
心
臓
病
、
腎
臓
病
に
よ
る
内
部

障
｀
暑
の
就
職
促
進
と
職
域
を
拡
大

す
る
た
め
に
、
窓
口
に
お
い
て
活
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

四
月
九
日
、
衆
議
院
・
社
会
労

働
委
員
会
は
、
国
民
年
金
等
の
政

府
改
正
案
を
一
部
修
正
可
決
す
る

と
共
に
、
合
せ
て
次
の
よ
ラ
ぶ
附

帯
決
議
を
し
ま
し
た
。

　

国
民
年
余
Ξ
等
の
一
部
改
正

　

法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

　

政
府
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
適

切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
・
２
　
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

　

一
、
公
的
年
金
制
度
全
体
を
通

じ
、
各
制
度
間
の
関
連
と
将
来
に

わ
た
る
人
□
の
老
齢
化
の
動
向
を

勘
案
し
つ
つ
、
そ
の
基
本
的
な
あ

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
急
ぎ
、
年

金
制
度
の
抜
本
的
な
き
零
図
る

こ
と
。

　

一
、
妻
の
年
金
権
の
あ
り
方
に

つ
い
て
は
、
速
や
か
に
遺
族
年
金

の
改
善
、
国
民
年
金
の
妻
の
加
入

権
な
ど
総
合
的
な
見
地
か
ら
そ
の

改
善
に
努
め
る
こ
と
。

　

一
、
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
支

給
制
限
、
公
的
年
金
等
の
併
給
調

整
に
つ
い
て
は
、
そ
の
あ
り
方
を

検
討
す
る
こ
と
。

　

一
、
い
わ
ゆ
る
経
過
年
金
に
つ

い
て
は
、
そ
の
水
準
の
あ
り
方
を

早
急
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に

そ
の
↑
環
と
し
て
福
祉
年
金
の
充

友
を
図
る
こ
と
。

　

一
、
今
回
の
物
価
ス
ラ
ｆ
ト
に

対
す
る
措
置
は
・
評
価
す
る
、
来
年

度
以
降
の
物
価
ス
ラ
イ
ド
の
基
準

に
つ
い
て
は
、
現
行
法
の
改
定
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

　

一
、
本
格
的
な
年
金
時
代
を
迎

え
る
に
当
た
り
、
受
給
者
、
被
保

険
者
に
個
別
的
か
つ
具
体
的
に
対

応
で
き
る
年
金
相
談
体
制
を
早
急

年金の抜本改正

　　

附

　

帯

　

決

　

議

衆議院社会労働委員会

に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
業
務
処

理
体
制
の
強
化
を
図
り
、
も
っ
て

国
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

に
一
層
努
め
る
こ
と
。

　

一
、
年
金
の
給
付
に
つ
い
て
は

老
後
の
生
活
安
定
を
図
る
立
箭
か

ら
、
業
務
処
理
体
制
の
整
備
と
あ

わ
せ
て
支
払
期
日
、
支
払
回
数
及

び
支
払
方
法
の
制
度
面
の
隻
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

　

一
、
す
べ
て
の
年
金
は
、
非
課

税
と
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

　

一
、
五
人
未
満
事
業
所
の
従
業

員
に
対
す
る
厚
生
年
金
の
適
用
の

問
題
に
つ
い
て
、
具
体
的
方
策
を

樹
立
し
、
そ
の
適
用
の
促
進
に
努

め
る
こ
と
。

　

一
、
積
立
金
の
管
理
運
用
に
つ

い
て
は
、
被
保
険
者
の
福
祉
を
最

浸
先
と
し
、
被
保
険
者
住
宅
資
金

の
転
貸
制
度
の
昔
及
に
な
お
一
層

努
力
す
る
と
と
も
に
、
積
立
金
の

民
主
的
運
用
に
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
高
齢
化
社
会
に
対
応
す
る
三

世
代
同
居
住
宅
に
特
段
の
配
’
・
苓

す
る
こ
と
。

　

一
、
母
子
福
祉
年
金
、
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
要
件
と
な
る
子
の

年
齢
の
「
満
十
八
歳
未
満
」
を

　

「
高
等
学
校
卒
業
ま
で
の
間
」
と

す
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。

　

一
、
国
際
児
童
憚
に
当
た
り
、

児
童
手
当
に
つ
い
て
は
、
長
期
的

展
望
に
立
っ
て
基
本
的
検
討
を
前

向
き
に
進
め
る
こ
と
。

　

一
、
在
留
外
国
人
に
つ
い
て
は

そ
の
歴
史
的
社
会
的
背
・
景
や
生
活

実
態
等
を
考
嘩
し
、
わ
が
国
の
社

会
保
障
制
度
の
適
用
を
改
｀
子
る

よ
う
検
討
す
る
こ
と
。



」
医
療
の
破
綻
浮
ぼ
り

日９７９年５月１
１療医と

全
医
労
医
師
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

　

こ
の
ほ
ど
、
全
日
本
国
立
医
療
労

働
組
合
（
全
医
労
）
は
、
最
近
、
国

立
病
院
・
療
養
所
の
医
師
四
、
三
〇

〇
名
を
対
象
に
し
、
「
医
師
ア
ン
ケ

ー
ト
」
を
行
い
、
三
九
六
名
の
回
答

を
ま
と
め
発
表
し
ま
し
た
。

　

こ
の
・
調
査
で
は
、
次
の
よ
う
な
国

立
医
療
の
荒
廃
ぶ
り
を
医
師
の
側
か

ら
う
き
ば
り
に
し
て
い
ま
す
。

　

国
立
医
療
嶼
関
の
改
善
と
発
展
に

つ
い
て
の
意
見

や

ｰ

じ

ー

ん

－

jh･11･
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一
て
・
・
・
：
’
・
・

こ
・
・
・
・

－
－

　

厚
生
省
の
増
収
意
識
が
強
す
ぎ
て

医
療
の
質
的
向
上
は
の
ぞ
め
な
い

　

（
医
長
）
。
現
状
の
独
立
採
算
制
で

は
破
綻
は
必
至
（
医
師
）
。
総
合
病

院
と
は
名
ば
か
り
で
診
療
に
追
わ

れ
、
研
究
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
病
院

の
発
展
を
阻
ん
で
い
る
（
医
師
）
な

ど
の
意
見
が
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

研
究
費
の
増
額
と

　

制
度
化
要
求
が
塑

　

研
究
費
の
ほ
と
ん
ど
を
臼
己
負
担

－

－

．
．
．
．
・
一
一
一

と
は
言
語
道
断
（
医
師
）
。
勉
強
し

な
い
医
師
、
ア
ル
バ
イ
ト
医
師
を
な

く
す
よ
う
な
研
究
費
か
ほ
し
い
（
医

長
）
。
研
究
費
を
必
要
経
費
と
し
て

控
除
す
べ
き
だ
（
医
長
）
。
医
師
の

研
究
盾
動
は
停
滞
し
て
い
る
（
不

明
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
意
見
か
だ

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

患
者
の
謝
礼
廃
止
賛
成
4
8
％

　

こ
の
問
題
で
は
、
廃
止
賛
成
が
4
7

・
ア
％
で
、
あ
る
程
度
止
む
を
得
な

い
が
5
0
・
８
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。

医
療
法
を
改
正
し

　

外
来
職
員
を
ふ
や
せ
7
6
％

　

医
療
法
に
よ
る
医
師
・
看
護
婦
な

ど
の
外
来
配
峨
基
唯
（
療
養
所
は
配

’
．
．
．
．
．
・
’
一
一
・
”
・
・
・
“
・
．
’
．

　
　
　

町
村
役
場
を
担
当
の
保
健
婦
さ
ん

　
　
　

が
足
と
日
で
・
調
べ
た
初
め
て
の
も

流
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

・
調
査
内
容
は
、
↓
豪
雪
お
よ
び

本
離
島
（
自
然
・
交
通
・
通
信
）
の

　
　
　

保
健
医
療
状
況
調
査
、
②
住
民
の

　
　
　

保
健
医
療
に
関
す
る
意
識
調
査
、

　

こ
の
ほ
ど
、
べ
き
地
に
お
け

る
保
健
Ｋ
療
ニ
ー
ド
と
サ
ー
ビ

ス
」
が
、
日
本
石
護
協
会
の
調
査

研
究
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
発
表

さ
れ
た
。

　

こ
の
調
査
は
、
北
海
道
、
秋
田

新
潟
、
愛
媛
、
鹿
児
島
の
五
過
県

　
　

の
離
島
、

Ｊ
ｙ
．
‘
．
．
．
’
‐
一
一
‐
‐
‐
”
’
‐
‘
．

麓
－
－

地
区
の
住
民
、
市

．
．
、
、
一
一
一
・

こ
Ｉ
Ｉ
‘
‐

】
７
・
・
’
‘
・
’
・
・
．
、
．

’
．
”
一
７
・

．
．
．
．
‘
・
一
一
’
・

健
康
問
題
が
多
い
、
②
加
え
て
保

健
医
療
施
設
や
保
健
医
療
従
事
者

が
少
い
こ
と
、
③
健
康
・
治
療
相

談
を
う
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

た
と
え
ば
、
傑
健
婦
さ
ん
達
が

つ
か
ん
だ
べ
き
地
の
病
気
発
生

足
で
調
べ
た
へ
き
地

弓
保
健
婦
の
盾
動
体
制
と
生
活
に
の
原
因
に
は
、
①
食
生
活
で
積
雪

つ
い
て
の
調
査
と
な
っ
て
い
る
。
や
離
島
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
、

　

こ
の
調
査
の
結
果
、
へ
き
地
特
保
｛
作
食
・
即
席
食
品
が
多
く
、
お

有
の
問
題
と
し
て
、
①
恣
埴
設
備

Ｉ
し
尿
処
異
住
民
環
境
、
食
生

活
、
労
働
環
男
言
に
起
因
す
る

Ｉ
一
一
一
‐
・
一
・
‐
一
ｒ
了
’
‐
‐
‘
・
．
、
．
．
．
’
一
‘
・
‘

　

：

酒
の
多
飲
な
ど
、
ご
飲
料
水
は
片

戸
水
、
雨
水
使
用
が
多
い
、
③
労

働
は
出
稼
ぎ
先
の
労
働
条
件
か
よ

一
丁
‘
・

、
．
・
’
一
一

・
．
．
．
’
一
一
一
・

置
基
準
ゼ
ロ
）
に
つ
い
て
は
、
止
む

を
得
な
い
１
１
・
６
％
、
基
準
を
改
正

し
増
員
せ
よ
7
6
％
で
す
。

　

‐
。
惹
え
の
中
に
は
、
外
来
は
週
三
日

約
五
Ｕ
～
七
〇
名
と
入
院
八
〇
～
九

じ
名
を
受
け
も
っ
て
い
る
の
で
オ
ー

バ
ー
ワ
ー
ク
だ
（
医
長
）
。
「
神
風

診
瞭
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
（
医

長
）
。
ま
と
も
な
医
療
が
で
き
な
い

ば
か
り
か
医
療
事
故
に
つ
な
が
る

　

（
医
長
）
。
有
事
と
い
う
自
衛
隊
増

強
論
は
、
つ
ね
に
有
事
で
苦
労
し
て

い
る
医
療
従
事
者
か
ら
み
れ
ば
笑
止

千
万
、
憤
怒
千
万
で
あ
る
（
医
師
）
。

な
ど
多
様
な
意
見
か
で
て
い
ま
す
。

”
・
・
、
．
．
・
・
一
一
７
・
・
・
・

－

－

|1････:

く
な
く
、
雪
お
ろ
し
な
ど
老
人
の
『

重
労
働
、
船
上
の
長
時
間
生
活
な

ど
が
多
い
こ
と
、
ぶ
冬
の
暖
・
房
不
　
　
　
1
1

足
と
温
度
差
、
換
気
不
足
な
ど
が

原
因
で
高
血
圧
、
動
脈
哩
化
、
脳

||････

卒
中
、
貧
血
、
老
化
が
早
い
、
農
ｙ

夫
症
、
神
経
痛
な
ど
が
全
体
に
多
～

い
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

。

　

一
方
、
急
炳
の
さ
い
の
不
安
は
、

1
1
　
　
1
1

離
隔
住
民
で
9
0
％
近
く
、
新
潟
県
ｙ

で
は
四
分
の
三
の
人
達
か
い
だ
い
『

ゝ
！
Ｑ
Ｆ
Ｉ
ｊ
Ｊ
ぐ
Ｉ
く
″
、
Ｉ
メ
】
／
ｌ
、
／
！
り
一

で
い
る
・
住
民
本
位
の
身
近
な
医
二

療
・
救
急
体
制
も
さ
せ
て
の
確
立
｝

に
、
貴
屯
な
資
料
を
与
え
た
。
ｙ

－
－

一
一

”
．
、
．
．
・
・
’
一
・
‘

－
－

･●･"゛I｀●･i1'

心臓病児者の

　　

幸せのために

心臓病児者の

　　

幸せのために

　　

川補改訂版

B6判368頁頒価1,200円〒160円

心臓病に関する諸問題を網羅？谷
全国心皿病の子供を守る食

申込み

　

全国心臓病の子供を守る会へ

唇101東京都千代田区神田北乗物町17北乗ビル増補改訂版



第43号(第三種郵便物認可)療医とやんか日19 7 9年５月１（７）

医
療
制
度
・
医
療
保
障
制
度
改
革

構
想
提
案

　

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会

　

「
医
療
団
体
し
ょ
う
か
い
」
呟
ハ
回
目
で
す
。
今
回
は
「
全
国
保
険
医
団
体
連
合
声
を
紹
介
し
ま
す
。
私

た
ち
思
者
や
家
族
に
と
っ
て
、
一
髪
茫
な
と
こ
ろ
で
医
療
晋
つ
け
る
開
業
医
を
組
織
レ
な
団
体
で
す
。
塞
示

｀
容
区
・
代
々
木
の
「
新
宿
贋
協
会
芦
に
あ
る
事
晋
～
尋
ね
て
み
ま
レ
飛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
に
行
く
計

多
彩
な
十
周
年
記
念
の
活
動

　

保
団
連
は
、
今
年
、
創
立
十
周
年

を
む
か
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
墨
記
念
事

業
や
活
動
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

　

‐
医
寮
を
質
的
に
向
上
さ
せ
る

　

具
体
的
に
は
、
診
療
内
容
を
向
上

さ
せ
る
た
め
に
研
究
会
を
行
う
計
画

を
た
て
て
い
ま
す
。

　

口
開
業
医
の
経
営
と
権
利
を
守

る
た
め
に
、
日
常
活
動
を
重
視
し
て

す
す
め
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
①
診
療
報
酬
の
請

求
に
対
す
る
審
査
・
監
査
（
支
払
基

金
の
）
に
つ
い
て
の
対
策
活
動
、
②

税
金
問
題
の
相
談
活
動
、
③
共
済
活

動
と
し
て
、
開
業
医
の
年
金
・
休
業

保
障
な
ど
の
活
動
を
強
化
し
て
い
ま

す
。

　

‐
文
化
活
動
と
し
て
、
①
囲
碁

大
会
（
今
秋
に
全
国
大
会
を
開
催
す

る
）
、
②
海
外
親
善
旅
行
と
し
て
正

秋
に
開
催
す
る
、
④
医
学
史
め
ぐ
り

と
し
て
、
二
月
に
京
都
を
視
察
し
、

今
秋
に
は
［
江
戸
］
の
視
察
を
計
画

し
て
い
ま
す
。

画
を
も
っ
て
い
る
、
③
絵
画
展
を
今

　
　

三
つ
の
要
求
で
大
運
動

税
制
、
健
保
、
診
療
報
酬

　

保
団
連
は
い
ま
、
三
大
要
求
を
か

か
け
て
「
大
運
動
」
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

　

‐
、
医
師
税
制
（
二
八
％
）
の
改

悪
反
対
な
ら
び
に
医
師
税
制
を
積
極

十
年
で
四
万
会
員
に
な
っ
た

　

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
（
保
団

連
）
は
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
に
創

立
。
す
で
に
十
周
年
を
迎
え
、
現
在

四
十
の
県
保
険
医
協
会
（
開
業
保
険

医
約
四
万
名
）
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
会
の
設
立
目
的
は
、
ぶ
開
業

保
険
医
の
経
営
と
権
利
を
守
る
、
②

国
民
（
住
民
）
の
医
療
を
守
る
…
の

二
大
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
つ
く

ら
れ
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
、
こ
の
二
つ
の
目
的
を

ふ
ま
え
て
、
①
第
一
線
医
療
の
役
割

り
を
発
揮
す
る
こ
と
、
②
今
ま
で
の

治
療
中
心
の
医
療
を
予
防
中
心
に
し

て
ゆ
く
（
保
建
予
防
の
活
動
を
大
担

に
展
開
す
る
）
こ
と
を
き
め
て
い
ま

す
。

的
に
改
萬
子
る
た
め
の
運
動
を
す
す

め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
の
具
体
的
な
提
案
と
し

て
、
医
業
所
得
と
院
長
所
得
を
分
離

し
、
一
人
法
人
化
と
医
業
基
礎
控
除

を
要
求
し
て
い
ま
す
。

　

‐
健
保
改
悪
に
反
対
す
る
運
動

と
し
て
、
「
医
療
制
度
、
医
療
保
障

制
度
改
革
に
関
す
る
孵
想
（
二
次

案
）
を
提
案
し
て
す
す
め
て
い
ま

す
。

　

口
、
診
療
報
酬
の
引
上
げ
要
求
運

動
と
し
て
、
医
療
関
係
団
体
と
と
も

に
、
住
民
の
健
康
と
医
療
を
守
る
た

め
の
「
ま
と
匁
診
療
報
酬
」
に
し

て
ゆ
く
運
動
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

　
　

二
月

▲
社
会
保
険
庁
「
国
民
年
金
の

障
害
給
付
の
現
状
」
を
ま
と
め
発

表
し
た
。
障
害
福
祉
年
金
の
申
請

減
少
、
障
害
年
金
申
請
は
増
加
。

▲
二
日
年
金
基
本
構
想
懇
意

見
書
の
起
草
と
検
討
が
お
く
れ
三

月
初
旬
に
提
出
を
予
定
。

▲
八
日
中
央
薬
事
審
薬
｀
叔

1汲芯:･‘:ぷ畑:s･･:ＳｚＳz･･:ＳＳ:･咄昭
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2月・３月

4
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済
制
度
化
で
答
申
し
た
。

▲
八
日
薬
剤
師
会
薬
｀
経
済

法
案
で
国
の
財
政
援
助
を
要
望
。

▲
九
日
社
会
保
険
制
度
審
年

金
の
特
例
ス
ラ
イ
ド
に
批
判
答
申

し
、
障
宰
添
祉
年
金
、
老
齢
福
祉

年
金
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
引

上
げ
は
、
五
二
年
一
二
月
提
出
の

建
議
を
ふ
ま
え
、
早
急
に
は
系
的

検
討
を
す
べ
き
と
批
判
、
薬
害
救
（

済
は
十
三
日
吉
申
し
た
・

　

Ｊ

↑
日
労
働
省
雇
用
保
険
の
）

改
正
案
を
国
会
に
提
出
し
た
。
ｙ

ム
二
十
八
日
衆
院
予
算
委
員
会
へ

健
保
組
合
の
非
課
税
間
題
を
審
議

　
　

三
月

　
　
　
　
　
　

）

▲
一
日
乗
院
社
労
委
員
会
厚
へ

相
の
国
民
年
金
改
正
案
の
提
案
理
へ

保▲円▲由
健看修二を
医護正日説
鰐雲旦９?で?

ニ

　

対相番
｜へを

　

議
ドき表福開
と地明祉始
サに

　

゜年

　

゜
｜お

　

金
ビけ

　

二
スる

　

万

に
つ
い
て
住
民
と
保
健
婦
を
調
査
》

し
発
表
し
た
。

　
　
　
　

ｙ

ム
二
日
共
産
党
「
地
域
保
健
｛

医
療
体
制
の
確
立
、
医
窟
険
制
｛

度
の
改
革
、
開
業
医
税
制
の
是
正
ｙ

等
に
つ
い
て
の
提
言
｝
を
発
表
。

▲
五
日
日
医
五
四
年
度
事
業

計
画
を
発
表
。

　
　
　
　

ハ

▲
六
日
厚
生
省
全
国
技
官
会
…

議
を
開
き
「
保
険
医
療
機
関
の
指

導
・
｀
苫
」
の
強
化
を
指
示
・
へ

４
七
日
公
私
病
院
連
盟
医
療
一

賢
の
引
上
げ
1
5
・
２
％
を
要
求
。

▲
六
日
労
働
省
四
月
一
日
よ

り
、
労
災
年
金
受
給
者
の
就
労
促
｛

進
で
保
育
援
護
（
三
千
五
百
円
）

の
支
給
を
開
始
す
る
と
発
表
。
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私
は
、
本
頓
か
ん
じ
や
と
医
療
』

の
読
１
　
で
す
。
第
四
十
二
号
の
記
事

を
見
て
、
健
保
改
正
が
我
が
身
に
と

っ
て
大
斐
湛
悪
で
あ
る
こ
と
を
痛

感
し
ま
し
た
。

　

私
も
家
内
も
長
い
病
気
に
か
か
り

ま
し
た
。
二
人
で
話
合
っ
て
み
ま
し

た
が
不
安
が
高
ま
る
ば
か
り
で
す
。

私
か
家
内
も
共
働
き
で
し
た
か
ら
健

保
の
本
人
で
す
。
私
は
糖
尿
病
で
入

院
し
て
お
り
、
家
内
は
肝
臓
で
通
院

治
療
を
う
け
て
お
り
、
歯
科
治
療
も

夫
婦
と
も
薬
代
負
担
が

健
保
改
悪
で
三
枚
分
六
万
円
も

　

Γ
”
”
”
；
下
関
市
Ｔ
・
Ｍ
生

う
け
て
い
ま
す
。

　

私
達
の
は
あ
い
、
健
保
改
悪
を
適

川
す
る
と
ど
公
心
る
で
し
ょ
う
か
。

　

（
ご
返
事
）

　

お
尋
ね
の
事
で
す
が
、
お
そ
ら
く

薬
代
の
半
額
患
者
負
担
の
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

　

今
回
の
健
保
改
悪
案
で
見
て
み
ま

す
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

薬
代
、
歯
科
治
療
材
料
代
の
半
額

忠
者
負
担
の
仕
組
み
は
、
四
つ
の
組

合
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

大
参
人
と
も
と
ら
れ
ま
す
。
槃

代
の
計
算
は
個
人
単
位
で
、
家
族
の

を
全
部
合
計
す
る
よ
う
に
は
な
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　

ぼ
・
お
二
人
と
も
。
医
療
費
の
請
求
明

細
書
（
レ
セ
プ
ト
と
い
う
）
ご
と
に

と
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の

明
細
書
は
思
者
一
人
に
一
枚
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
冶
療
を
う
け
る
「
病
院

ご
と
総
合
病
院
の
場
合
は
各
診
療

科
ご
と
し
一
枚
づ
つ
作
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
入
院
と
通
院
、
歯
科
と
医

科
は
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
づ
つ
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
お
宅
の
薬
代
は
、
糖

尿
病
の
入
院
、
奥
さ
ん
の
肝
臓
病
の

姐
院
、
歯
科
冶
療
材
料
費
分
の
三
枚

の
明
細
書
ご
と
に
と
ら
れ
ま
す
。

　

ユ
お
二
人
と
も
、
毎
月
（
歴
月
）

と
ら
れ
ま
す
。
三
十
口
分
づ
つ
で
は

な
く
、
毎
月
明
細
表
が
作
ら
れ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

し
・
滞
納
す
る
と
延
滞
金
を
と
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
薬
代
・
給
食

代
・
初
・
診
時
負
担
金
を
支
払
わ
な
い

と
、
所
得
税
の
よ
う
に
国
が
強
制
的

に
徴
収
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

⑤
差
額
徴
収
は
別
に
と
ら
れ
ま

す
。
べ
ご

昔
負
担
は
医
療
費
と
は
区
別
し
て
、

保
険
外
負
把
Ξ
し
て
と
ら
れ
て
い
ま

す
。
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ご
購
読
の
お
ね
が
い

　

本
誌
は
、
全
国
患
者
団
体

連
絡
協
議
会
（
略
称
・
全
患

連
）
の
機
関
誌
で
す
。

　

読
者
の
皆
さ
ん
か
ら
、
愚

者
や
家
族
、
二
股
の
方
々
に

ぜ
ひ
購
読
を
お
す
す
め
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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患者運動

　　

勁草書房刊

定価1,200円〒160円
長

　　

宏

　

著

世界でもめずらしい、といわれる｢患者運動｣
が、なぜ日本だけに発生したのか。
人権意識をもって立ち上った患者運動の現状
と課題を明らかにしています。必読の書。

お申込み現金(切手も可)でお申込み下さい。

全国患者団体連絡協議会東京都清瀬市松山2-13-12

全国患者団体連絡協議会加盟組織

《互療会》

〒105僊区西新橋3-15-iQ原色版印刷内

　　　

≪0 3 (433) 16 4 1

く全国交通労働災吝対策協議会）

〒171豊島区西池袋１－４－５

　　　

會０３のi82) 7 3 6 1

く全国腎臓病患者連銘協膿匍

干161新宿区ド薦63－15－29田沼ピル（第二）

　　　

≪0 3 (952) 5340

〈全国心臓病の子供を守る会》

〒10トＦ代田区神田北乗初町17北東ビル

　　　

≪0 3 (256) 84 24

〈全国ハンセン氏病患者協議会〉

〒189東村山市青葉町4－1－10

　　　

･0423 (94) 15 7 1

〈全国職葉性有害初障害愚者協議会〉

〒171豊島区西池袋3－17－18漬宮荘８号

　　　

≪0 3 (986) 59 3 8

く日本患者同盟）

〒180－叫清瀬市松山2-13-12

　　　

･0424 (91) 0 0 5 8

《慢性一酸化炭素中毒患者会》

〒151渋谷区千駄ヶ谷1-31-5代々木病院内

　　　

≪0493 (24) 1 2 93後藤宛
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